
 
訪問理美容サービス事業のご案内 

川崎市在宅高齢者訪問理美容サービスの利用券をお送りします。 
 

１ サービス内容 
次のうち、ご希望のサービスを選んでください。 

（１） 理容サービス（調髪・顔そり・洗髪（ドライシャンプー）） 
（２） 美容サービス（カット・シャンプー（ドライシャンプー）・ブロー） 
※原則として、在宅においてサービスを実施します。 
※健康上・身体的状況・設備上等の理由により、一部実施できないサービス（顔そり・シャン

プー等）もあります。 
※店舗で提供するサービスと同等ではないことをご了承ください。 
 

２ 年間の利用回数 
利用回数は年間で 1 人 6 回までです。（年度途中に申請した方は、時期により利用回数が異なります） 

利用券１枚（3 連）につき１回利用できます。利用券は、絶対に切り離さないでください。 
利用券は 4 月 1 日から 3 月 31 日まで利用できます。 
（利用券左下に記載の有効期限を過ぎた利用券は利用できません｡） 
※本人以外や店舗でのサービスには利用できません。 

   

 
 
 
３ 利用の申込み 

利用券を受け取った後、各地区の担当者（裏面 ５ 申込み先）にサービスを申し込んでくださ
い。お近くの理容師・美容師を紹介しますので、サービスを受ける日時等を決めてください。 
※ 土･日曜日･年末年始･各店舗の定休日は、お電話の受付ができない場合があります。 

理容サービスの定休日:月曜日と第 2･第３火曜日 
美容サービスの定休日:火曜日（水曜日がお休みの場合もあります。) 

※営業中の店舗で理美容師が受付するため、店舗の状況により長時間の電話 
対応が難しい場合があります。 

 
４ サービスを受ける当日は 
（1）タオルを２〜３枚用意してください。 
（2）利用者欄に捺印した利用券１枚（3 連切り取らず）を用意し、利用料 2,000 円とともに理容師･

美容師にお渡しください。 
  ※利用券左下に記載の有効期限をお確かめください。 
  ※当日はご家族の方にお手伝いをお願いすることがあります。 

※利用券を再発行した場合でも、年間で７回以上の利用はできません。 
また、年度途中でサービス利用対象外となった場合は、お手元に利用券があっても
サービスの利用はできません。これらの場合には全額自己負担となります。 
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５ 申込み先 

お住まいの地区 

理容サービスを受けたい方 
【内容︓調髪・顔そり・洗髪  

   （ドライシャンプー）】 

美容サービスを受けたい方 
【内容︓カット・シャンプー 

（ドライシャンプー）・ブロー】 
受 付 担 当 受 付 担 当 

川崎地区 工藤 達也 
電話 ２４４－７６８１ 

小野寺 かつよ 
電話 ２２２－４２６４ 

大師地区 溝部 茂幸 
電話 ２６６－０７８８ 

山崎 麻美 
電話 ２２２－４０５５ 

田島地区 工藤 達也 
電話 ２４４－７６８１ 

星谷 純子 
電話 ３４４－１８７５ 

幸  区 丸田 和敏 
電話 ５１１－２９３８ 

古賀 洋男 
電話 ５５６－４７５５ 

中 原 区 川又 正巳 
電話 ４１１－４１４０ 

原 千波 
電話 ０９０－４００８－０９９１ 

高 津 区 内原 千晴 
電話 ０７０－９１４２－７１１７ 

髙橋 悟 
電話 ８６６－５３６６ 

宮 前 区 大工原 裕隆 
電話 ８５５－４２９１ 

本間 けい子 
電話 ８５４－５５２４ 

０８０－１３６３－５８９５ 

多 摩 区 矢口 真一 
電話 ９２２－６６５８ 

吉田 澄江 
電話 ０９０-４４３５-４１３７ 

麻 生 区 矢口 真一 
電話 ９２２－６６５８ 

近藤 由美子 
電話 ９８８－８０２０ 

０９０－５４４６－２９７８ 
 ※ 土･日曜日･年末年始及び各店舗の定休日はお電話の受付ができない場合があります。 
  理容サービスの定休日:月曜日と第 2･第３火曜日 
  美容サービスの定休日:火曜日（水曜日がお休みの場合もあります。) 
  川崎・大師・田島地区のエリア分けは行政区分と相違があるため、他の地区におかけ直しい

ただくことがありますので、ご了承ください。   
 

※営業中の店舗で理美容師が受付するため、店舗の状況により長時間の電話対応が難しい場合が
あります。ご予約の際は、必要事項を簡潔にお伝えください。また、代理でご連絡できる方が
いらっしゃる場合には、代理でのご連絡にもご協力をお願いします。 

６ 申請窓口・問合せ 
担   当 住 所 電  話 

川崎区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 川崎区東田町８ ２０１-３０８０ 

幸区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 幸区戸手本町１-１１-１ ５５６-６６１９ 

中原区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 中原区小杉町３-２４５ ７４４-３２１７ 

高津区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 高津区下作延２-８-１ ８６１-３２５５ 

宮前区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 宮前区宮前平２-２０-５ ８５６-３２４２ 

多摩区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 多摩区登戸１７７５-１ ９３５-３２６６ 

麻生区役所 高齢･障害課 高齢者支援係 麻生区万福寺１-５-１ ９６５-５１４８ 
 ※ 川崎区については窓口体制変更に伴い、令和７年１月以降、窓口が川崎区役所へ一元化されました。 
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